障害者向け施設被害状況確認システムの活用について（お願い）
(H27.04.14)

県では、今後発生が懸念されている大規模災害に備え、県及び市町村が、発災直後の福祉施設等の被害状況を、施設等の負担に配慮しつつ、迅速かつ簡易に把握する一つの手段として、ウェブサイト「障害福祉情報サービスかながわ」に被害状況確認システムを備えています。
このシステムでは、各市町村のパソコンやスマートフォン等から「障害福祉情報サービスかながわ」の「自治体メンバー」にログインし、災害時被害状況調査メール管理で、各事業所から報告された情報を閲覧していただくことができます。また、収集したデータをCSV形式のデータとしてダウンロードすることもできます。
現在、平成26年９月２日実施の「平成26年度障害者向け施設被害状況確認訓練」の結果画面を閲覧していただくことができます。
つきましては、大規模災害発生時の情報収集の一つの手段としてご活用いただきたく、この機会に閲覧方法等をご確認くださいますようお願いいたします。
なお、被害状況確認システムの利用方法等の詳細につきましては、「障害福祉情報サービスかながわ」の次のページに掲載しているマニュアルをご覧ください。

○　マニュアル掲載場所
　　ウェブサイト「障害福祉情報サービスかながわ」→「書式ライブラリ」
　　　→「１．神奈川県からのお知らせ」→「11　県所管域市町村へのお知らせ」
　　文書名：障害福祉情報サービスかながわ　災害時被害状況確認システム概要

１　被害状況確認システムを使用するときは？
原則として、県災害対策本部が設置されたときに使用します。
※　県災害対策本部が設置されるときは？
ａ　県内最大震度５弱以上の地震を観測し、かつ、大規模な災害が発生したとき、又は発生のおそれがあるとき
ｂ　暴風、大雪、暴風雪、高潮警報のいずれかが県下に発表され、かつ、大規模な災害が発生したとき、又は発生のおそれがあるとき
ｃ　船舶災害、鉄道災害、道路災害、放射性物質災害、危険物等災害、大規模な火事災害等が発生したとき、又は発生のおそれがあるとき
ｄ　その他状況により必要があるとき

２　情報収集の対象施設は？
「障害福祉情報サービスかながわ」にお知らせ配信用メールアドレス又は災害時被害状況調査用メールアドレスをあらかじめ登録した以下の通所系、入所系施設です。（メールアドレス登録率約80％）
（１）障害者支援施設　　　　　　　　（２）グループホーム
（３）短期入所施設　　　　　 　　　 （４）療養介護事業所
（５）生活介護事業所　　　　　　　　（６）自立訓練（機能訓練）事業所
（７）自立訓練（生活訓練）事業所　　（８）就労移行支援事業所
（９）就労継続支援Ａ型事業所　　　　（10）就労継続支援Ｂ型事業所
（11）福祉型障害児入所施設　　　　　（12）医療型障害児入所施設
（13）児童発達支援事業所　　　　　　（14）医療型児童発達支援事業所
（15）放課後等デイサービス事業所

３　主な調査項目は
携帯電話でも簡単に回答できるよう、次の最低限の項目を設定しています。
（１）利用者負傷者数
（２）職員負傷者数
（３）施設の被害の有無（被害無し、建物損壊・火災・床下浸水・床上浸水・電気不通・ガス不通・その他）
（４）施設外要避難者数
（５）受入可能避難者数
（６）派遣可能職員数
（７）連絡事項
（８）送信者職・氏名
（９）現在使用可能な連絡先（電話・メール）
（10）その他連絡可能な連絡手段

４　問い合わせ先
県障害サービス課　事業支援グループ
電話　045-210-4717

